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「事件の犯人に関すること」 

●公開ポスター等の手配写真に似ている人が

いる、ニュース等に出ていた写真に似た人を

見かけた。 

●よく行くコンビニやスーパー等に手配写真

等に似た人が来ている。 深夜、見かけない不

審な車が長時間止まっている。 

●昼間にあまり見かけない人を夕方から夜に

かけてよく見かける（外出している）。 

●人の目に触れないような格好、仕草をしている人がいた。●人が住んでいるのに普段から窓やカー

テンを開けない。● 空き家なのに、人の出入りが多くある 

等という些細な違和感を覚える程度の情報で構いませんので、最寄りの警察署、交番、駐在所

へ通報をお願いいたします。            

 改正道交法 2024 のポイント  自転車の交通ルールが変わります。 

１ 反則金を導入  

16 歳以上の信号無視や一時不停止等は、交通反則通告制度(反則金納付)の対象に 

２ 罰則の強化 

自転車運転中の携帯電話使用等の禁止、酒気帯び運転の罰則規定を整備 

３ 安全確保 

自動車が自転車の右側を通過する場合、自動車は、その間隔に応じた安全な速度で進行すること

を義務付け、自転車は、できる限り道路の左側端に寄って通行することを義務付け         

～騙されないで特殊詐欺～ 

伊丹市内においてお年寄りを狙った詐欺の電話 

が後を絶たず、高齢者の方に ATM から振り込ませる 

被害が依然として多発しています。 

【不審電話・偽メッセージ・偽サイト・詐欺サイト】 

には十分注意して下さい。不審な電話、訪問等が 

あれば、110 番通報をお願いします。 


